
貿易一般保険包括保険（化学品）特約書（案）・新旧対照表 
 

新 旧 備考 

貿易一般保険包括保険（化学品）特約書（案） 
平成 13 年４月１日 01-制度-00011 
沿革    （略） 

平成 22 年３月 29日 一部改正 

 

  

第１条～第 16条 （略） 

 

 

 附 則 

この改正は、平成 22 年４月１日から実施する。 
 

 

附帯別表第１（略） 

 

 

 

附帯別表第２ 

「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条

約」（ＨＳ条約）の附属書として採択された「商品の名称及び分

類 についての統一システム（ Harmonized Commodity 
Description and Coding System『ＨＳ』）に準拠した輸出統計

品目表２００９年版のうち次の分類に属するもの 
 
 
（略） 
 

貿易一般保険包括保険（化学品）特約書 

平成 13 年４月１日 01-制度-00011 
沿革    （略） 

 
 

 

第１条～第 16条 （略） 

 

 
 
 
 

 

附帯別表第１（略） 

 

 

 

附帯別表第２ 

「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条

約」（ＨＳ条約）の附属書として採択された「商品の名称及び分

類についての統一システム（ Harmonized Commodity 
Description and Coding System『ＨＳ』）に準拠した輸出統計

品目表２００９年版のうち次の分類に属するもの 
 

 

（略） 

 

 

注 意 書 き に つ い て 
 
この注意書の品目分類はＣＣＣＮ（関税協力理事会の品目表）

分類による。 
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注１ 但し、３９．０６－９００に限る。 
注２ 但し、１５．１２－０００に限る。 
注３ 但し、１５．１２－０００及び３４．０４－０００に限

る。 
注４ 但し、２９．４３－０００に限る。 
注５ 但し、３８．１９－９９０に限る。 
注６ 但し、３１．０４－１００及び９００のうち、工業用と

して使用するものに限る。 
注７ '94 以前の HS ｺｰﾄﾞで 2844.30-900 に分類されていたも

のは、28.52-000 に限る。 
注８ 但し、３２．１２－０００に限る。 
注９ 但し、３３．０６－０１１、３３．０６－０２６、３３．

０６－０２７、３３．      ０6－０３９、３４．０２－

０９０及び３８．１１－１００に限る。 
注 10 但し、３３．０６－０３９、３４．０１－０１０、３４．

０１－０９０及び３４．   ０２－０９０に限る。 
注 11 但し、３４．０１－０２０、３４．０１－０９０及び３

４．０２－０９０に限る。 
注 12 但し、３４．０５－０９０に限る。 
注 13 但し、３４．０５－０１０及び３４．０５－０９０に限 

る。 
注 14 但し、３６．０８－０２０に限る。 
注 15 但し、３８．１９－９２０及び３８．１９－９９０に限

る。 
注 16 但し、３９．０３－１９０、３９．０３－７００及び３

９．０４－０００に限る。 
注 17 但し、３９．０２－２２０及び３９．０２－９３０に限

る。 
注 18 但し、３９．０２－３９０及び３９．０２－９３０に限

る。 
注 19 但し、３９．０２－５３１、３９．０２－６２０及び３

９．０２－９３０に限る。 
注 20 但し、３９．０７－９９０を除く。 
注 21 但し、３９．０２－５５２、３９．０２－５５３、３９．
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０２－５５４、３９．０２－５５９及び３９．０２－６

３９に限る。 
注 22 但し、３９．０７－９９０及び４９．１１－２９０を除

く。 
注 23 但し、４９．１１－２９０を除く。 
注 24 但し、３９．０７－４００、３９．０７－９９０及び４

９．１１－２９０を除く。 
注 25 但し、４０．０２－５００に限る。 
注 26 但し、４０．０２－９１０に限る。 
注 27 但し、４０．０２－３００に限る。 
注 28 但し、４０．０２－６００に限る。 
注 29 但し、４０．０２－４００に限る。 
注 30 但し、４０．０２－９２０に限る。 
注 31 但し、４０．０２－３００、４０．０２－４００、４０．

０２－５００、４０．０２－６００、４０．０２－９１

０及び４０．０２－９２０に限る。 
注 32 但し、３９．０７－９９０、４８．０７－２００及び４

８．１１－０００を除く。 

 


